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(57)【要約】
【課題】　浸炭処理を行うことなく、表層部が高硬度で
、内層部が上記表層部に比べて低硬度の熱処理されたワ
ークを短時間で得ることができる熱処理方法を提供する
。
【解決手段】　炭素鋼又は合金鋼からなるワークに対し
て行う熱処理方法であって、（Ａ）上記ワークをオース
テナイト化温度以上に加熱する加熱工程と、（Ｂ）加熱
したワークに冷却媒体を噴射して上記ワークを冷却する
冷却工程とを行う焼入れ処理を含み、上記工程（Ｂ）に
おいて、上記冷却媒体を噴射する条件を経時的に変化さ
せることによって、マルテンサイトからなる表層部と、
上記表層部に周囲を囲まれ、少なくとも一部にパーライ
ト及び／又はベイナイトを含む内層部とを有する熱処理
されたワークを得る、ことを特徴とする。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　炭素鋼又は合金鋼からなるワークに対して行う熱処理方法であって、
（Ａ）ワークをオーステナイト化温度以上に加熱する加熱工程と、
（Ｂ）加熱したワークに冷却媒体を噴射して前記ワークを冷却する冷却工程と
を行う焼入れ処理を含み、
　前記工程（Ｂ）において、前記冷却媒体を噴射する条件を経時的に変化させることによ
って、マルテンサイトからなる表層部と、前記表層部に周囲を囲まれ、少なくとも一部に
パーライト及び／又はベイナイトを含む内層部とを有する熱処理されたワークを得る、こ
とを特徴とする熱処理方法。
【請求項２】
　前記工程（Ｂ）において、前記冷却媒体として冷却ガスと冷却液とを含むミスト状の気
液混合物を使用し、
　前記気液混合物における冷却ガスと冷却液との混合割合を経時的に変化させる、請求項
１に記載の熱処理方法。
【請求項３】
　前記焼入れ処理の後に行う焼戻し処理を含み、
　前記工程（Ｂ）において、前記ワークの表面温度がマルテンサイト変態開始温度を下回
った後は、前記表面温度が前記焼戻し処理における焼戻し温度以上に復温しないように前
記ワークを冷却する、請求項１又は２に記載の熱処理方法。
【請求項４】
（１）炭素鋼又は合金鋼を加工して軸受軌道輪の素形材を作製する工程、
（２）前記素形材に請求項１～３のいずれかに記載の熱処理方法によって、熱処理を施す
工程、及び、
（３）前記熱処理後の中間素材に仕上げ加工を施す工程、
を含むことを特徴とする軸受軌道輪の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ワークの熱処理方法、及び、この熱処理方法を製造工程に組み入れた軸受軌
道輪の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車、産業機械等に用いられている転がり軸受を構成する軸受軌道輪は、転動体との
間で相対的に転がり接触する軌道部を有している。上記軌道部は、転動体との転がり接触
によって転動体からの衝撃を受けやすい。
　そこで、軸受軌道輪では、表層部の硬度を高くしつつ、内層部を表層部よりも低硬度と
することにより、軸受軌道輪全体としての靱性を確保し、軸受軌道輪の耐衝撃性を向上さ
せることが行われている。
　このような硬度分布を有する軸受軌道輪としては、例えば、浸炭焼入れ処理されたもの
がある（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－５１７１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　浸炭焼入れ処理は、浸炭性ガス中で低炭素鋼製のワークを所定時間加熱した後、更に、
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焼入れ温度で一定時間保持し、その後、加熱されたワークを冷却することにより行う。こ
のとき、ワークの冷却は、焼入れ油の入った油槽にワークを浸漬することによって行われ
る。ワークを焼入れ油に浸漬して冷却する場合、冷却処理に要する時間が長くなるのが一
般的であり、浸炭焼入れ処理は処理時間を短縮することが難しかった。
　また、上述した冷却処理は、通常、複数個のワークを同時に油槽内に投入して行う。そ
のため、上記の冷却処理は、少量生産品の処理には不向きであった。
【０００５】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、硬度が高い表層部と上記表層
部より硬度の低い内層部とを有するワークを得ることができる熱処理方法であって、浸炭
焼入れの代替方法として用いることができ、かつ、浸炭焼入れに比べてはるかに短時間で
行うことができる熱処理方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の熱処理方法は、炭素鋼又は合金鋼からなるワークに対して行う熱処理方法であ
って、
（Ａ）上記ワークをオーステナイト化温度以上に加熱する加熱工程と、
（Ｂ）加熱したワークに冷却媒体を噴射して上記ワークを冷却する冷却工程と
を行う焼入れ処理を含み、
　上記工程（Ｂ）において、上記冷却媒体を噴射する条件を経時的に変化させることによ
って、マルテンサイトからなる表層部と、上記表層部に周囲を囲まれ、少なくとも一部に
パーライト及び／又はベイナイトを含む内層部とを有する熱処理されたワークを得る、
ことを特徴とする。
【０００７】
　本発明の熱処理方法は、冷却媒体をワークに噴射して行う焼入れ処理の冷却工程におい
て、上記冷却媒体を噴射する条件（以下、冷却条件ともいう）を経時的に変化させて、マ
ルテンサイトからなる表層部と、少なくとも一部にパーライト及び／又はベイナイトを含
む内層部とを有するワークを得る。上記表層部を得るには、加熱したワークを急速に冷却
してオーステナイトをマルテンサイトに変態させればよく、上記内層部を得るには、加熱
したワークをゆっくりと冷却してオーステナイトをパーライト及び／又はベイナイトに変
態させればよい。
　そのため、上記冷却工程では、冷却条件を経時的に変化させる。具体的には、冷却初期
には高い冷却能を発揮する条件で冷却媒体を噴射してワークの表面付近を急速に冷却し、
その後は、冷却初期に比べて相対的に低い冷却能を発揮する条件で冷却媒体を噴射してワ
ークの内部をゆっくりと冷却する。
　これにより、熱処理されたワークは、マルテンサイトからなる表層部と、少なくとも一
部にパーライト及び／又はベイナイトを含む内層部とを備えるワークとなる。
　そのため、本発明の熱処理方法によって処理されたワークは、表層部の硬度が高く、内
層部が上記表層部よりも低硬度で、耐衝撃性に優れたワークとなる。
【０００８】
　また、上記工程（Ｂ）では、冷却媒体を噴射してワークの冷却を行うため、焼入れ油に
ワークを浸漬してワークを冷却する場合に比べて、短時間（例えば、２～３分以内）で冷
却工程を完了させることができる。更に、ワーク毎に冷却媒体を噴射して冷却するため、
ワーク毎に冷却条件を設定することが可能であり、少量生産品の処理にも適している。
【０００９】
　また、本発明の熱処理方法によれば、高硬度の表層部と上記表層部より低硬度の内層部
とを有するワークを得ることができるため、浸炭焼入れの代替手法として用いることがで
きる。また、上記熱処理方法は、浸炭焼入れにおける焼入れ処理前の浸炭工程が不要であ
るため、エネルギー消費量が少なく、ＣＯ２排出量を削減することが可能な環境にやさし
い熱処理方法である。
【００１０】
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　上記熱処理方法は、上記工程（Ｂ）において、上記冷却媒体として冷却ガスと冷却液と
を含むミスト状の気液混合物を使用し、上記気液混合物における冷却ガスと冷却液との混
合割合を経時的に変化させることが好ましい。
【００１１】
　冷却媒体としてミスト状の気液混合物を使用した場合、気液混合物における冷却ガスと
冷却液との混合割合を経時的に変化させるだけで、冷却溶媒を噴射する他の条件を変更す
ることなく、ワークに対する冷却能を容易にかつ短時間で変更することができる。そのた
め、冷却条件の変更に柔軟に対応することができる。
　また、冷却溶媒としてミスト状の気液混合物を使用した場合、冷却ムラなく均一に、か
つ、効率よくワークを冷却することができる。更には、上記ミスト状の気液混合物を使用
することにより、熱処理されたワークにおける歪の発生を低減することができる。
【００１２】
　上記熱処理方法は、上記焼入れ処理の後に行う焼戻し処理を含み、
　上記工程（Ｂ）において、上記ワークの表面温度がマルテンサイト変態開始温度を下回
った後は、上記表面温度が上記焼戻し処理における焼戻し温度以上に復温しないように上
記ワークを冷却することが好ましい。
【００１３】
　上記工程（Ｂ）では、上述したように、ワークの表面付近が急速に冷却され、ワークの
内部がワークの表面に比べてゆっくりと冷却されるように冷却条件を調節する。そのため
、冷却工程の途中の時点では、ワーク内部の温度がワーク表面の温度に比べて高くなるこ
とがある。この場合、ワークの表面温度は、一旦低下した後、ワーク内部の熱によって再
上昇してしまうことがある。このような温度の再上昇（復温）が生じると、熱処理後のワ
ーク表面の硬度が充分に高くならないことがある。特に、上記ワークの表面温度が一旦マ
ルテンサイト変態開始温度未満となった後、当該温度が再上昇して上記焼戻し処理におけ
る焼戻し温度以上となった場合には、上述したようにワーク表面の硬度が充分に高くなら
ないことがある。
　これに対して、上記工程（Ｂ）において、上記ワークの表面温度がマルテンサイト変態
開始温度を下回った後は、上記表面温度が上記焼戻し温度以上に復温しないように上記ワ
ークを冷却することで、上述したようなワーク表面の再昇温による不都合を回避し、確実
に上記ワークの表面硬度を高めることができる。
【００１４】
　本発明の軸受軌道輪の製造方法は、
（１）炭素鋼又は合金鋼を加工して軸受軌道輪の素形材を作製する工程、
（２）上記素形材に本発明の熱処理方法によって、熱処理を施す工程、及び、
（３）上記熱処理後の中間素材に仕上げ加工を施す工程、
を含むことを特徴とする。
　本発明の製造方法によれば、浸炭焼入れ処理を行うことなく、高硬度の表層部と、上記
表層部よりも低硬度の内層部とを備え、耐衝撃性に優れた軸受軌道輪を製造することがで
きる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の熱処理方法によれば、浸炭処理を行うことなく、表層部が高硬度で、内層部が
上記表層部に比べて低硬度の熱処理されたワークを短時間で得ることができる。
　本発明の製造方法によれば、高硬度の表層部と、上記表層部よりも低硬度の内層部とを
備え、耐衝撃性に優れた軸受軌道輪を製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】第１実施形態に係る熱処理方法を説明するための工程図である。
【図２】図１におけるワークＷ２の肉厚を説明するための図である。
【図３】第１実施形態の冷却工程（ｂ）で、ワークに冷却媒体を噴射する方法を説明する
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ための図である。
【図４】第１実施形態の冷却工程（ｂ）における、ワークの温度履歴とワークに生じる組
織との関係を説明するための図である
【図５】第１実施形態の冷却工程（ｂ）において、冷却媒体として用いるミスト状の気液
混合物の気水比の経時変化を模式的に示す図である。
【図６】第２実施形態で処理対象となる環状ワークの肉厚を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の熱処理方法及びこの熱処理方法を含む本発明の軸受軌道輪の製造方法の
実施形態について説明する。
　本発明は、高硬度の表層部と、上記表層部に周囲を囲まれた、上記表層部よりも低硬度
の内層部とを有するワークを得るための熱処理方法である。ここで、ワークの表層部とは
、処理対象となるワークの肉厚をｔとし、上記表層部の深さをｄとした際に、表層部の深
さｄが下記式（１）を満たす部分とする。
　ｄ≦ｔ／３・・・（１）
　つまり、上記熱処理されたワークが備える表層部は、その深さｄを最大で肉厚ｔの１／
３とする。従って、上記表層部の深さはワークの肉厚ｔの１/４や１/５であってもよい。
一方、上記熱処理されたワークにおいて、ワーク表面からの距離（深さ）が肉厚ｔの１／
３を超える部分は少なくとも内層部となる。
　なお、上記表層部の深さｄの最小値は、ワークの表面が表層部であればよいため、ｄ＞
０であればよいが、０．０９ｍｍを上記表層部の深さの最小値とすることが好ましい。
　また、ワークの肉厚とは、例えば、ワークが環状である場合にはその径方向に沿った断
面の径方向寸法をいい、例えば、ワークが円柱状である場合にはその直径をいう。
【００１８】
（第１実施形態）
　本実施形態では、軸受軌道輪（円錐ころ軸受の外輪）を製造するための環状ワーク（以
下、単にワークともいう）を処理対象とする。ここでは、上記熱処理方法を経て、円錐こ
ろ軸受の外輪を製造する方法について、工程順に説明する。
　図１は、本実施形態における軸受軌道輪の製造工程を説明するための工程図である。図
２は、図１におけるワークＷ２の肉厚を説明するための図である。
【００１９】
（１）まず、炭素鋼又は合金鋼を出発材料として環状素材Ｗ１（図１（ａ）参照）を製造
し、得られた環状素材Ｗ１に、切削加工等を施して所定形状に加工して外輪の素形材（ワ
ーク）Ｗ２を作製する（図１（ｂ）参照）。
　ワークＷ２は、炭素鋼又は合金鋼で構成されている。上記炭素鋼又は合金鋼としては、
炭素量が０．４～１．１％のものが好適である。
　上記炭素鋼又は合金鋼の具体例としては、例えば、ＪＩＳ　ＳＵＪ２、ＪＩＳ　ＳＵＪ
３などの高炭素クロム軸受鋼などが挙げられる。
【００２０】
（２）次に、得られたワークＷ２に対して、焼入れ処理（図１（ｃ）参照）及び焼戻し処
理（図１（ｄ））を施す。
　ここで、上記焼入れ処理及び上記焼戻し処理は、本発明の実施形態に係る熱処理方法に
より行う。
【００２１】
（２－１）焼入れ処理
　上記焼入れ処理では、まず、（ａ）ワークＷ２をオーステナイト化温度以上（例えば、
８００～１０００℃）に加熱する加熱工程を行う。
　このとき、ワークＷ２は、全体をオーステナイト化温度以上に加熱してもよいし、ワー
クＷ２の内部にオーステナイト化温度に達しない部分が存在するように加熱してもよい。
　但し、本実施形態では、マルテンサイトからなる表層部と、パーライト及び／又はベイ
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ナイトを含む内層部とを有する熱処理されたワークを得るため、上記表層部となる部分及
び上記内層部となる部分の少なくとも一部は、オーステナイト化温度以上に加熱する必要
がある。
　本加熱工程における加熱方法は特に限定されず、例えば、誘導加熱、炉加熱等の従来公
知の加熱方法を採用することができる。
【００２２】
　ワークＷ２の表層部及び内層部は、上述した通り、ワークＷ２の肉厚ｔ１に基づいて定
められる。
　本実施形態におけるワークＷ２（円錐ころ軸受の外輪を製造するためのワーク）の肉厚
ｔ１は、下記式（２）により算出する（図２参照）。
　ｔ１＝（外径φＤｏ－軌道部１２の最小内径φＤｉ）×０．５０・・・（２）
　つまり、ワークＷ２の肉厚ｔ１は、ワークＷ２の外径φＤｏと、軌道部１２の最小内径
φＤｉとに基づいて定められる。
【００２３】
　上記焼入れ処理では、次に、（ｂ）加熱したワークＷ２に冷却媒体を噴射してワークＷ
２を冷却する冷却工程を行う。
　本冷却工程（ｂ）では、オーステナイトがマルテンサイトに変態した表層部と、オース
テナイトがパーライト及び／又はベイナイトに変態した部分を含む内層部とが得られるよ
うに冷却条件を経時的に変化させながらワークＷ２を冷却する。
【００２４】
　図３は、本実施形態の冷却工程（ｂ）で、ワークに冷却媒体を噴射する方法を説明する
ための図である。
　図４は、本実施形態の冷却工程（ｂ）における、ワークの温度履歴（冷却時間に対する
温度変化）とワークに生じる組織との関係を説明するための図である。図４において、Ｍ
ｓはマルテンサイト変態開始線、Ｂｓはベイナイト変態開始線、Ｐｓはパーライト変態開
始線、ｐはパーライトノーズを示す。
【００２５】
　本冷却工程（ｂ）では、図３に示すように、ワークＷ２の外周面１１、内周面（軌道部
）１２、及び、一方の側面（厚肉側の側面）１３のそれぞれに、噴射ノズルＮ１～Ｎ３を
用いて冷却媒体Ｃを噴射する。
　上記噴射ノズルは、環状のワークＷ２の各面（外周面１１、内周面１２及び側面１５）
ごとに周方向に沿って複数個（例えば、等間隔に８個や１６個等）配置されている。
　本冷却工程（ｂ）では、噴射ノズルＮ１～Ｎ３を用いて冷却媒体Ｃを噴射する際の条件
を時間経過ともに変化させて、表層部１４と内層部１５とを有する熱処理されたワークを
得る。
【００２６】
　表層部１４はマルテンサイトからなり、高硬度を有する領域である。このような表層部
１４は、オーステナイトをマルテンサイトに変態させることで得ることができる。従って
、上記冷却工程（ｂ）では、ワークＷ２の表面側を、図４に線（１）で示すようなパーラ
イトノーズｐの左側を通り、マルテンサイト変態開始線（Ｍｓ）と交差する温度履歴を経
るように冷却する。
【００２７】
　内層部１５は少なくとも一部にパーライト及び／又はベイナイトを含み、上記表層部に
比べて低硬度の領域である。内層部１５がベイナイトを含む場合、内層部１５に含まれる
ベイナイトは、オーステナイトをベイナイトに変態させることで得ることができる。従っ
て、ベイナイトを含む内層部１５を得るには、ワークＷ２の内部を、図４に線（２）で示
すようなパーライトノーズｐの下側でベイナイト変態開始線（Ｂｓ）と交差する温度履歴
を経るように冷却すればよい。このとき、線（２）とベイナイト変態開始線（Ｂｓ）との
交差する位置は、パーライトノーズｐに近いことが好ましい。
【００２８】
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　また、内層部１５がパーライトを含む場合、内層部１５に含まれるパーライトは、オー
ステナイトをパーライトに変態させることで得ることができる。従って、パーラライトを
含む内層部１５を得るには、ワークＷ２の内部を図４に線（３）で示すようなパーライト
変態開始線（Ｐｓ）と交差する温度履歴を経るように冷却すればよい。
　このとき、線（３）は、パーライトノーズｐの先端でパーライト変態開始線（Ｐｓ）と
交差してもよい。
【００２９】
　更に、上記冷却工程（ｂ）では、パーライト変態開始線（Ｐｓ）及びベイナイト変態開
始線（Ｂｓ）の両方を通過する温度履歴（図示せず）を経るように、ワークＷ２の内部を
冷却してもよい。この場合、パーライト及びベイナイトを含む内層部１５を得ることがで
きる。
　また、上記冷却工程（ｂ）では、冷却されるワークの内部に、ベイナイト変態開始線（
Ｂｓ）と交差する温度履歴を示す部分、パーライト変態開始線（Ｐｓ）と交差する温度履
歴を示す部分、並びに、パーライト変態開始線（Ｐｓ）及びベイナイト変態開始線（Ｂｓ
）の両方を通過する温度履歴を示す部分が混在していてもよい。
　また、本実施形態で得られる内層部１５は、その硬さを従来の浸炭焼入れ処理が行われ
たワーク内部の低炭素マルテンサイトの硬さに近づけるために、パーライトよりもベイナ
イトを含むことが好ましい。
【００３０】
　上記冷却工程（ｂ）では、ワークＷ２の表面側及び内部のそれぞれが上述した温度履歴
を経るように、ワークＷ２の表面側は短時間で冷却し、ワークＷ２の内部は時間をかけて
冷却する。このような温度履歴は、上述したように冷却媒体を噴射する条件を時間経過と
ともに変化させて達成する。
【００３１】
　本実施形態では、上記冷却媒体として気体の冷却媒体（冷却ガス）と、液体の冷却媒体
（冷却液）とを含むミスト状の気液混合物を使用し、時間経過とともに冷却ガスと冷却液
との混合割合（以下、気水比ともいう）を変化させる。
　上記気水比は、冷却液の体積に対する冷却ガスの体積の比（冷却ガスの体積／冷却液の
体積）であり、気水比が小さいと上記気液混合物中の冷却液の占める割合が高く、気水比
が大きいと上記気液混合物中の冷却液の占める割合が低くなる。そのため、気水比以外の
条件が同一の冷却媒体をワーク噴射した場合、気水比の小さい冷却媒体は冷却能が高く、
気水比の大きい冷却媒体は冷却能が低くなる。
【００３２】
　上記冷却ガスとしては、例えば、空気、窒素等が挙げられる。
　上記冷却液としては、水、焼入油などの油、ＰＡＧ（ポリアルキレングリコール）など
の水溶性ポリマー等が挙げられる。これらは単独で用いてもよいし、２種以上併用しても
よい。上記水溶性ポリマーは、水に溶解させた水溶液として用いることができる。このと
き、水溶性ポリマーの濃度は、水溶性ポリマーの種類等に応じて適宜設定すればよい。
【００３３】
　図５は、本実施形態の冷却工程（ｂ）において、冷却媒体として用いるミスト状の気液
混合物の気水比の経時変化を模式的に示す図である。
　上記冷却工程（ｂ）では、例えば、図５に示すように、上記気液混合物の総量（総体積
）を保ったまま、気水比を段階的に大きくしていく。このように上記気水比を段階的に大
きくすると、冷却初期にはワークに噴射される冷却液の量が多く（冷却ガスの量が少なく
）、時間の経過とともにワークに噴射される冷却液の量が少なく（冷却ガスの量が多く）
なっていく。
　このように、ワークに噴射する冷却媒体中の冷却液の量を段階的に減らしていく（気水
比を大きくしていく）と、上記冷却媒体による冷却能は時間の経過とともに低くなる。そ
のため、上述したようなワークＷ２の表面側は短時間で冷却し、ワークＷ２の内部はワー
クの表面に比べてゆっくりと冷却する冷却条件を達成することができる。つまり、上記気
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液混合物の気水比を段階的に大きくすることにより、ワークＷ２が上述した温度履歴を経
ることとなる。
　そのため、得られたワークは、高硬度の表層部１４と、表層部１４に周囲を囲まれ、表
層部１４に比べて低硬度で靱性の高い内層部１５とを有するものとなる。
【００３４】
　上記冷却工程（ｂ）において、冷却媒体として用いた気水混合物の気水比を時間経過と
ともに変化させる場合、必ずしも図５に示したように段階的に変化させる必要はなく、連
続的に上記気水比を大きくしてもよい。
　また、上記気水比を時間の経過とともに変化させる場合、必ずしも気液混合物の総量を
維持したまま気水比を変化させる必要はなく、冷却ガス及び冷却液のいずれか一方の量の
みを変化させて上記気水比を変化させてもよいし、上記気液混合物の総量を変化させつつ
、冷却ガス及び冷却液の両方の量を変化させてもよい。
　また、上記気水比を経時的に大きくしながら冷却媒体をワークに噴射する場合、冷却の
開始時には冷却液のみを噴射してもよく、また、冷却の最終段階では冷却ガスのみを噴射
してもよい。
【００３５】
　上記冷却工程（ｂ）において、上記噴射ノズルとしては、１流体ノズルや２流体ノズル
を使用すればよい。上記噴射ノズルとしては２流体ノズルが好ましい。上記気水比の調整
（変更）が可能だからである。
　また、上記冷却工程（ｂ）において、冷却媒体をワークＷ２に噴射する際の冷却媒体の
流量や圧力、温度等は何ら限定されず、ワークＷ２が所望の温度履歴を経て冷却されるよ
うに適宜選択すればよい。
　また、上記冷却工程（ｂ）では複数の噴射ノズルを用いて冷却媒体を噴射するが、この
とき、同一時間経過時における各噴射ノズルの冷却媒体を噴射する条件は全て同一であっ
てもよいし、噴射ノズルごとに異なっていてもよい。
【００３６】
　上記冷却工程（ｂ）では、ワークＷ２の表面温度がマルテンサイト変態開始温度（図４
中、Ｍｓ）を下回った後は、上記表面温度が後述する焼戻し処理における焼戻し温度以上
に復温（再上昇）しないようにワークＷ２を冷却することが好ましい。
　熱処理されたワーク表面の高硬度化を確実に達成するためである。
【００３７】
（２－２）焼戻し処理
　ここでは、焼入れ処理が施されたワークに焼戻し処理を行う。
　上記焼戻し処理における処理条件（加熱条件及び冷却条件）は特に限定されず、例えば
従来、高炭素クロム軸受鋼に採用されている処理条件等を採用することができる。
　上記焼戻し温度は、例えば、１５０～３００℃とすればよい。
【００３８】
　このような熱処理工程を経ることにより、マルテンサイトからなる表層部１４と、少な
くとも一部にパーライト及び／又はベイナイトを含む内層部１５を有するワークＷ３を得
ることができる。
【００３９】
（３）研磨仕上げ
　次に、ワーク（中間素材）Ｗ３に対して、研磨仕上げ加工を施す（図１（ｅ）参照）。
　このような工程を経ることにより、外輪（軸受軌道輪）１０を作製することができる。
【００４０】
（第２実施形態）
　第１実施形態では、円錐ころ軸受の外輪を製造するための環状ワークを処理対象とした
が、本実施形態では、円錐ころ軸受の内輪を製造するための環状ワークを処理対象とする
。この場合、第１実施形態と同様にして各工程を行えばよい。
　なお、円錐ころ軸受の内輪を製造するための環状ワークの肉厚ｔ２については、下記の
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　図６は、本実施形態で処理対象となる環状ワークの肉厚を説明するための図である。
　環状のワークＷ１２（円錐ころ軸受の内輪を製造するためのワーク）の肉厚ｔ２は、下
記式（３）により算出する（図６参照）。
　ｔ２＝（軌道部２２の最大外径φＤｏ－内径φＤｉ）×０．５・・・（３）
　つまり、ワークＷ１２の肉厚ｔ２は、ワークＷ１２の軌道部２２の最大外径φＤｏと、
内径φＤｉとに基づいて定めればよい。
【００４１】
（他の実施形態）
　本発明は、上記実施形態に限定されることなく、特許請求の範囲に記載された範囲内に
おいて、適宜変更することができる。
　本発明の実施形態において、冷却媒体を噴射する噴射ノズルの位置は、図３に示した位
置に限定されるわけではなく、処理対象のワークの形状に応じて適宜設定すればよい。
【００４２】
　上述した実施形態では、円錐ころ軸受の軸受軌道輪を熱処理の対象としていたが、本発
明の実施形態に係る熱処理方法は、他の転がり軸受の軸受軌道輪を処理対象とすることが
できる。
　その他、ハブユニットの内軸や外輪、ステアリング装置のラックバーやピニオンシャフ
ト、ＣＶＪ（等速ジョイント）の中間シャフトやアウターなどの種々の部材を処理対象と
することができる。
【符号の説明】
【００４３】
　Ｗ１：環状素材、Ｗ２，Ｗ１２: 素形材（ワーク）、Ｗ３: 中間素材（ワーク）、１０
:外輪、１１：外周面、１２：内周面（軌道部）、１３：側面、１４：表層部、１５：内
層部、２２：軌道部、Ｎ１～Ｎ３：噴射ノズル、Ｃ：冷却媒体
【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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